
同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計金額 均等割の軽減額

【 基礎控除額※1】以下の世帯

【 基礎控除額※1  +  3 1 万円 × 被保険者数】 以下の世帯

【 基礎控除額※1  +  5 7 万円 × 被保険者数】 以下の世帯

7 .2 割

5 割

2 割

後期高齢者医療被保険者の皆さ んへ
〈 問い合わせ〉健康ほけん課 医療保険係　 ☎09 67（ 6 7）27 04

• 7 5 歳以上の人（ 7 5 歳の誕生日から 自動的に加入）

• 6 5 歳から 7 5 歳未満の人で一定の障がいがある 人（ 村に申請し 、広域連合の認定を 受けた日から 加入）

※一定の障がいがある 人と は、 身体障害者手帳に記載さ れた障がいの等級が1 ～3 級および4 級の一

部、 精神保健福祉手帳に記載さ れた障がいの等級が1 ～2 級、 療育手帳に記載さ れた障がいの等級

がA 判定の人などです。

※一定の障がいに該当する人の加入（ 障がいの認定の申請）は任意です。 障がいの認定は、 いつでも

申請・ 撤回するこ と ができ ます。 ただし 、 過去にさ かのぼっ て申請・ 撤回するこ と はでき ません。

※生活保護を 受けている人および外国人で在留期間が3 カ 月未満である人などは対象になり ません。

●後期高齢者医療制度の対象と なる人

• 後期高齢者医療制度は公費（ 5 割）、 現役世代から の支援金（ 4 割）、 被保険者から の保険料（ 1 割）

で運営し ています。 後期高齢者医療保険料は、 加入者の医療費に充てら れる 大切な財源です。 必

ず納期限までに納めまし ょ う 。

• 保険料は被保険者一人一人が納めます。

• 保険料率は、 2 年ごと に見直さ れ、 県内で均一と なり ます。

●令和8 年度・ 9 年度の保険料率

◆保険料の均等割額の軽減（ 令和8 年度改正）

●所得が低い人への均等割額軽減

※合計所得金額が2 ,4 0 0 万円超の人は、 合計所得金額に応じ て基礎控除額が逓減し 、 2 ,5 0 0 万円超

で基礎控除額が0 円と なり ます。

※1  給与所得者等が2 人以上いる 世帯については、 基礎控除額（ 4 3 万円）に以下の金額が加算さ れ

ます。（ 給与所得者等の数 － 1 ） × 1 0 万円

※2  「 給与所得者等の数」と は、給与収入が5 5 万円超または年金収入が1 2 5 万円超（ 6 5 歳以上の場合。

6 5 歳未満の場合は年金収入が6 0 万円超） の人の合計人数です。

※3  均等割の軽減判定についての総所得金額などは、 専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前にな

り ます。 また、 年金所得については高齢者特別控除1 5 万円を 控除し た額で判定し ます。

年間保険料額

（ 限度額8 5 万円）
＝ ＋

均等割額

6 3 ,0 0 0 円

（ 被保険者1 人当たり ）

所得割額
（ 総所得金額等－4 3 万円※（ 基礎控除））

×
所得割率1 1 .0 6 ％
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特別徴収の人

同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計金額 均等割の軽減額

【 基礎控除額※1】以下の世帯

【 基礎控除額※1  +  3 1 万円 × 被保険者数】 以下の世帯

【 基礎控除額※1  +  5 7 万円 × 被保険者数】 以下の世帯

7 割

5 割

2 割

• 令和8 年度よ り 、 子ど も・ 子育て支援金制度が開始し 、 医療分の保険料と あわせて支援金を 納付

いただく こ と になり ます。

※子ども・ 子育て支援金制度と は、 すべての世代や企業から 支援金を 拠出し 、 子育て施策の拡充に

充てるも ので、 子ども や子育て世帯を 社会全体で支える制度です。

●子ども・ 子育て支援金制度の開始

• 後期高齢者医療に加入の人は「 医療給付を 受ける権利」と 同時に「 保険料を 納める義務」があり ます。

保険料は、 後期高齢者医療制度を 支える重要な財源です。 納期限までに納付し まし ょ う 。

• 後期高齢者医療保険料は、特別徴収（ 年金から の差し 引き ）または普通徴収（ 口座振替または納付書）

により 納めるこ と になり ます。

• 7 5 歳到達や県外から 転入などで新たに後期高齢者医療保険へ加入さ れた人は、 差し 引き 開始の手

続き のため、 初めは普通徴収によ り お支払いいただき、 該当さ れる 人は一定期間の後、 自動的に

年金差し 引き（ 特別徴収）に切り 替わり ます。

• 口座振替は登録し た預貯金口座から 自動的に引き 落と すため、 納付する 手間がなく 、 納付忘れの

心配も あり ません。 ぜひご利用く ださ い。

　 令和8 年4 月から 年金から の差し 引き によ り 保険料を 納めていただき ま す。

特別徴収の対象と なる人は自動的に特別徴収になり ます。（ 申請は不要です。）

　 ただし 、 年度途中で資格を 取得し た人や、 年金の額によっ ては、 普通徴収（ 口

座振替または納付書での納付）になり ます。

普通徴収の人 　 令和8 年4 月から 口座振替または納付書により 保険料を 納めていただき ます。

●令和8 年度後期高齢者医療保険料の納め方

◆支援金の均等割額の軽減

●所得が低い人への均等割額軽減

※1  給与所得者等が2 人以上いる 世帯については、 基礎控除額（ 4 3 万円）に以下の金額が加算さ れ

ます。（ 給与所得者等の数 － 1 ） × 1 0 万円

※2  「 給与所得者等の数」と は、給与収入が5 5 万円超または年金収入が1 2 5 万円超（ 6 5 歳以上の場合。

6 5 歳未満の場合は年金収入が6 0 万円超） の人の合計人数です。

※3  均等割の軽減判定についての総所得金額等は、 専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になり

ます。 また、 年金所得については高齢者特別控除1 5 万円を 控除し た額で判定し ます。

支援金の額（ 年額）

（ 限度額2 1 ,0 0 0 円）
＝ ＋

均等割額

1 ,4 0 0 円

（ 被保険者1 人当たり ）

所得割額
（ 総所得金額等－4 3 万円※（ 基礎控除））

×
所得割率0 .2 5 ％
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